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報道発表資料 

令和６年５月 29日 

独立行政法人国民生活センター 

 

会員登録時に注意！ 

意図せず別サイトに誘導され、サブスク契約してしまうトラブル 

－その「スタート」ボタン、実は海外事業者の広告かも！？－ 

 
国民生活センター越境消費者センター（CCJ）には、国内事業者のサイトを利用していて表示さ

れた「スタート」、「OK」、「今すぐ視聴する」などのボタン表示をクリックしたところ、意図せず、

海外事業者とのサブスクリプション契約 1となっていた、との相談が多数寄せられています。 

「スタート」等というこれらのボタン表示は、海外事業者の広告ですが、消費者は広告と認識

しておらず、自分が利用しようとしている国内事業者のサイトの表示と勘違いし、「スタート」等

のボタン表示をクリックしています。その後、クレジットカード情報等を入力することで、海外

事業者との契約が成立した形となっています。 

これら「スタート」等のボタン表示は、消費者が国内事業者のサイトに会員登録する際に見る

画面内や会員登録のために２次元コードを読み取って開いた画面に表示される他、アプリをダウ

ンロードする過程の画面内にも表示されることがあります。 

 会員登録や２次元コード読み取り時などに、「スタート」等のボタンが表示された場合は、広告

かどうかの確認が必要となります。意図しない海外事業者と契約してしまわないよう、寄せられ

たトラブルについて紹介し、消費者に注意を呼びかけます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

                                                   
1 サブスクリプション（サブスク）契約とは、月額料金等の定額を定期的に支払うことにより、一定期間、商品やサービスを

利用することができる契約。本トラブルにおいては、主に映画、音楽、ゲーム、オーディオブックの配信をうたうサブスクリ

プション契約が見られるが、サービスの実態は定かではない。 
 

 え！海外のコンテンツ配信 

サービス！？ 

サイトで 

会員登録しようとしただけなのに・・・ 

実は広告！ 
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１． 相談事例（（ ）内は受付年月、契約当事者の属性） 

【事例１】国内のオンラインストレージサービス 2の利用手続をしたつもりが、知らない海外事業

者から登録完了メールが届き、サブスク契約してしまったことに気づいた。解約したい 

 子どもからオンラインストレージサービスで写真を送ってほしいと言われ、開いたサイトに表

示された手続を進めるためのボタンをクリックし、利用登録のためにクレジットカード情報等を

入力した。 その後、当初利用しようとしていたサイトと異なる海外サイトを運営していると思わ

れる事業者から登録完了メールが届いて、入力先を間違えたことに気付いた。メールには、申込

みから５日以内に解約手続をしないと料金が発生すると記載されているが、サポートセンターや

連絡先の記載がないため、解約手続ができない。クレジットカードは利用停止にしたが、サイト

の解約方法を知りたい。 

（2024 年４月受付 50歳代 女性） 

 

【事例２】会員カードを更新しようと、「スタート」ボタンから手続をしたら、身に覚えのない契

約内容が表示され海外サイトに登録してしまったようだ。事業者の連絡先がわからない 

映画館で使う会員カードを更新するため、以前その映画館からもらっていた用紙に記載された

２次元コードを読み取ってサイトに入ったところ、「スタート」ボタンが出てきたのでクリックし

た。遷移した画面にメールアドレスとクレジットカード情報を入力したところ、「５日間の無料期

間後、月額約 7,500 円かかる」と表示された。映画館の会員カードのサイトとは別のサイトに登

録してしまったようだ。海外事業者と思われるサイトのログイン画面が表示されたが、ログイン

もできず、事業者のメールアドレス等の連絡先もわからない。クレジットカード会社に連絡し、

クレジットカードの停止と再発行の手続をしたが、その他にすべきことはあるか。 

（2024 年２月受付 40歳代 女性） 

 
２．相談事例からみる問題点 

（１）消費者は広告と気付かずサブスクリプション契約の画面に誘導されている 

「スタート」等の広告は、消費者がサイトで会員登録する際の画面など、何か手続を始めよ

うとするタイミングで表示されています。また、「スタート」等の文字が広告枠いっぱいに表示

されているため、消費者は他の事業者が出している広告である、との認識をしないまま、「スタ

ート」等のボタンをクリックし、他のサイトのメールアドレスやクレジットカード情報等の入

力画面に誘導されています。遷移したページが、あたかも消費者自身が当初から登録手続をし

ようとしていたサイトの登録画面と誤認しています。 

  

（２）消費者は契約先の事業者名や契約内容を認識できないままに、クレジットカード情報等を

入力している 

  事業者名が広告枠内や画面遷移後のクレジットカード情報入力画面等に記載されている場合

がありますが、それらの表示は小さい文字や薄い（グレー）色の記載である等、消費者が気付

きにくくなっている場合があります。また、有料のサブスクリプション契約である旨が、広告

をクリックした直後に遷移する画面やクレジットカード情報入力画面に記載されている場合も

                                                   
2 オンラインストレージサービスとは、インターネット上で、写真などのデータの保存や共有などができるサービス。 
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ありますが、表示が小さく、記載場所も下方にスクロールする必要がある等、消費者が気付き

にくくなっていることもあります。そのため、消費者は事業者名や契約内容に関する記載に気

付かないまま、登録手続を進めてしまいます。 

 

（３）事業者が“最終確認画面”を設けていない可能性がある 

特定商取引法では、通信販売業者に、注文が確定する直前段階で、消費者が所定の契約事項

を最終確認できるように表示することを義務づけています。 

クレジットカード情報等の入力後に意図せず事業者と契約してしまったとの相談が多数寄せ

られていることから、事業者がこの表示を行う画面（“最終確認画面”）を設けていない可能性

があります。 

 

（４）契約に気が付いた後も契約先の実態等がわからず、問い合わせ先もわかりにくい 

 事業者から登録完了メールが届き、そこから事業者名が判明する場合もありますが、身に覚

えのない事業者であるため、不審なメールとして見過ごしてしまう可能性があります。また、

クレジットカードに身に覚えのない請求があがっていても、契約先事業者名では請求されてお

らず、契約先がわからない場合があります。 

また、事業者名が判明し、事業者の公式サイトを確認できたとしても、英語表示であること

が多く、事業者の連絡先、所在地、業務内容等はサイト上、見つけにくい場所に記載があるこ

ともあります。そのため、消費者はこれらの情報を自身で知ることが難しく、どこに契約意思

がないことを申し出ればよいかわかりません。 

  

３．消費者へのアドバイス 

（１）「スタート」等が表示されても、広告ではないかを確認しましょう 

   自身の登録しようとしているサイトの手続を続けるためのボタンなのか、クリックする前

によく確認しましょう。枠の端に小さい「×」印等があれば広告です。また、クリックして

遷移した画面に自身が登録しようとしている事業者とは異なるサービス名や事業者名（英語

であることが多い）が表示されている場合や、URLが自身の登録しようとしているサイト名で

はない場合は、それ以上、手続を進めないようにしましょう。このような場合は、手続をや

め、自身の登録しようとしているサイトの公式画面から改めて登録するようにしてください。 

 

（２）登録完了メールが届いていないか確認しましょう。また、クレジットカードの請求をこま

めに確認しましょう 

   身に覚えのない事業者から登録完了メールが届いた場合は、登録完了メールから事業者名

が確認できる場合があります。登録完了メールに記載の事業者名を手掛かりにして、まずは

その事業者のサイト（登録画面）に自身がアクセスしていないかを閲覧履歴で確認してみま

しょう。 

   また、クレジットカード払いの契約となっている相談がほとんどです。クレジットカード

会社からの請求をこまめに確認し、身に覚えのない請求があった場合には、クレジットカー

ド会社にすぐに事情を伝え、相談しましょう。サブスクリプション契約の場合は、登録して

しまうと、全く利用していない場合でも継続的に課金され支払いを請求されてしまいます。
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ただし、無料期間（トライアル期間）のある契約も多くみられます。また、無料期間が過ぎ

ていても、特定商取引法で通信販売業者に義務付けられている“最終確認画面”がなく、消

費者が誤認して申込みをした契約は申込みの意思を取り消せる場合がありますので、事業者

が特定できる場合は、すぐに契約の意思がないこと等を申し出ることが重要です。 

 

（３）事業者への申し出の方法がよくわからない場合や不安に思った場合にはすぐに消費生活セ

ンター等に相談してください 

＊消費者ホットライン：「１８８（いやや！）」番 

最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の３桁の電話番号

です。 

海外の事業者とのトラブルについては国民生活センター越境消費者センター（CCJ）でも相

談を受け付けていますので、ご利用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

画面遷移 

 

当初利用しようと

したサイトの URL 

当初利用しようと

したサイトと 

関連のない URL 

 

×印などがあれば 

広告です 

遷移先に表示された 

ＵＲＬを確認しよう 
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４．情報提供先 

  ・消費者庁（法人番号5000012010024） 

  ・内閣府消費者委員会（法人番号2000012010019） 

 ・経済産業省（法人番号 4000012090001） 

 ・一般社団法人日本クレジット協会（法人番号1010005014126） 

・日本クレジットカード協会（法人番号9700150005109） 

・一般社団法人日本インタラクティブ広告協会（法人番号 2010005014868） 

 

<title>会員登録時に注意！意図せず別サイトに誘導され、サブスク契約してしまうトラブル － その「スタート」ボタン、実は海外事業者の広告かも！？ － </title> 


